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令和 6年４月１日 

 

幼稚園型認定こども園 恵光東俣幼稚園 重要事項説明書 

本園における教育・保育の提供の開始にあたり、皆様に説明すべき内容は、次のとおりです。 

 

1 施設運営主体 

 ・ 名   称   学校法人鹿児島竜谷学園 

 ・ 所 在 地   鹿児島市東千石町 21 番 38 号 

 ・ 電話番号   ０９９－２２６－３１９１ 

 ・ 代表者氏名   理事長 吉川 孝介 

 

2 施設概要 

 ・ 施設の種別  幼稚園型認定こども園 

 ・ 施設の名称  恵光東俣幼稚園 

 ・ 施設の所在地  鹿児島市小山田町 3510-3 

 ・ 連 絡 先  電話番号 ０９９－２３８－３４１０ 

           FAX 番号 ０９９－２３８－３４１５ 

 ・ 管 理 者  園長 鶴重裕子 

 ・ 対 象 児 童  満３歳以上の小学校就学前の園児 

 ・ 利 用 定 員  １号認定児 :  ６５人 (満３歳児以上で、教育標準時間の認定を受けた子ども) 

           ２号認定児 : １５人 (満３歳児以上で、保育時間の認定を受けた子ども) 

 ・ 開設年月日  幼 稚 園  昭和 50年 2 月 

            認定こども園  平成 27 年 4月 1 日 

 

3 事業の目的・運営方針 

  ・ 事 業 目 的  この幼稚園は、浄土真宗のみ教えに基づき、教育基本法及び児童福祉法並びに認

定こども園法の一部改正、その他の法令の示すところにしたがい、義務教育及び

その後の教育の基礎を培うものとして、教育・保育を一体的に行い、幼児の健や

かな成長のために、適切な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的

とする。 

  ・ 運 営 方 針  園児との信頼関係を築き、園児が自ら安心して環境にかかわり、その活動が豊か

に展開されるよう環境を整え、園児と共により良い教育及び保育の環境を創造す

るよう努める。 

            必要に応じて保護者の子育てに関する悩み・相談に対応できる体制を構築し、

保護者の子育て支援に努める。 

 

4 本園における施設・設備等の概要 

 ⑴ 施設   

〇敷地 敷地全体 :  １４５６㎡   園庭 : ７２３㎡   建物・その他 : ７３３㎡ 

    〇園舎 構造 : 鉄筋コンクリート (昭和６０年建設)  延べ床面積 : ５４０㎡ 

 ⑵ 主な施設 

    〇保育室   １階 : 年少組 ５３㎡   ２階 : 年中組 ５３㎡ 

    〇リズム室  ２階 : 年長組，年少少組 ８７㎡ 

    〇給食室   １階 : ４０㎡     

〇トイレ   １階 :  １５㎡  ２階 : １５㎡ 
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5 職員の職務及び勤務体系 

 ⑴ 職務内容（人数） 

    ・園長（１人） … 園務をつかさどり，所属職員を監督する。 

    ・主幹教諭（１人）… 園長を助け，命を受けて園務の一部を整理し，並びに幼児の教育・保育を      

つかさどる。 

    ・指導教諭（１人）… 幼児の保育をつかさどり、並びに保育教諭その他の職員に対して、保育の

改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。 

    ・教諭（４人） … 幼児の教育・保育をつかさどる。 

    ・常勤教諭（４人） … 幼児の教育・保育をつかさどる。 

    ・非常勤教諭（３人） … 幼児の教育・保育をつかさどる。 

    ・給食調理員（3 人） … 調理業務，及び食育に関する活動等に従事する。 

    ・バス運転手（３人） … スクールバスの運行、施設・設備の保全及び環境整備・美化，その他

の必要な業務等に従事する。 

    ・バス添乗員（２人） … スクールバス運転手を助け、園児の乗降補助や車内の安全確保に   

従事する。 

    ・事務職員（1人） … 経理及び庶務をつかさどる。 

    ・園医，園歯科医，園薬剤師は，園児の健康管理に従事する。 

 

  ⑵ 各職種の勤務体系 

    ・園   長 … ７：００～１９：００ 状況に応じて対応 ８時間勤務 

    ・主 幹 教 諭 … ７：００～１９：００ 状況に応じて対応 ８時間勤務 

    ・指 導 教 諭 … ７：００～１９：００ 状況に応じて対応 ８時間勤務 

    ・教   諭 … ７：００～１９：００の中で８時間勤務のシフト制 

    ・常 勤 教 諭 … ７：００～１９：００の中で８時間勤務のシフト制 

    ・非常勤教諭 … ７：００～１９：００の中で週３０時間未満のシフト制 

    ・給食調理員 … ８：００～１４：００ 状況に応じて対応 

    ・バス運転手 … ７：００～１０：００，１３：３０～１６：３０の６時間勤務 

    ・バス添乗員 … ７：００～１０：００，１３：４５～１６：１５の５．５時間勤務 

    ・事 務 職 員 … ７：００～１９：００の中で週３０時間未満のシフト制 

 

6 教育・保育を提供する日 

  居住市町村から受けた支給認定区分ごとに，令和 6年度休園日は次のとおりです。 

   〇１号認定児・新２号認定児 ※休日によっては、日付がずれる場合があります。 

     ① 国民の祝日  ② 土曜日・日曜日 

     ③ 春季休業日 ４月１日から４月６日まで  ３月２６日から３月 31 日まで 

     ④ 夏季休業日 ７月２１日から８月３１日まで 

     ⑤ 冬季休業日 １２月２５日から翌年１月７日まで 

  〇２号認定児 

①  国民の祝日  ② 日曜日 

    ③ １２月２９日から翌年１月３日まで   ④ ３月 31 日 

 ※ 災害時や緊急事態が発生した時は、臨時休園することがあります。 

 ※ １号認定児・新２号認定児は、休園日の春季休業日、夏季休業日、冬季休業日、土曜日に一時預かり 

  事業を利用することができます。 

 ※ 日曜参観日・運動会・発表会は、日曜日に実施する場合があります。 
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7 特定教育・保育の提供時間 

 通常日については、次のとおりです。 

鹿児島市からうけた支給認定区分ごとに，以下のとおり利用可能な時間帯が異なります。 

年齢区分 満３歳児から５歳児 

保育認定 １号・新２号認定児 ２号認定児 

1 提供する曜日 月曜日から金曜日まで 月曜日から土曜日まで 

2 開園時間 ７時から１９時 (ただし土曜日は１８時まで) 

3  教育時間 

  (共通教育時間) 

４時間 

１０時から１４時 (４時間) 

4  保育時間  保育標準時間 ７時から１８時 

１１時間 ※教育４時間を含む 

保育短時間  ９時から１７時 

８時間 ※教育４時間を含む 

5 早朝保育 利用可能 ※7 時～8 時 保育短時間対象児も利用可 ※7 時～8 時 

6 預かり保育 利用可能 ※14 時～18 時  

7 延長保育 利用可能 ※18 時～19 時 Ⓐ17 時から 18 時 Ⓑ18 時から 19時 

・保育標準時間対象児はⒷが利用可能 

・保育短時間対象児はⒶ，Ⓑが利用可能 

 

8 提供する特定教育・保育等の内容 

  本園は，幼稚園教育要領および幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえ，利用する子どもの

心身の状況等に応じて，特定教育・保育を提供します。 

  ⑴ 特定教育・保育及び時間外保育の提供 

     上記 7 に記載する各時間において，教育・保育を提供します。 

  ⑵ 宗教的情操教育「まことの保育」を実施します。 

  ⑶ １号認定児及び２号認定児についてはクラスを一体的に編成して，教育・保育を行います。 

  ⑷ 体育教室は年間 30 回，英語あそびは年間 10 回行います。 

  ⑸ 食事の提供 

     食事は，自園による完全給食で，概ね次の時間帯に提供します。また，２号認定児と一時預か

りにおいてはおやつを提供し、延長保育においてもおやつを提供します。 

    〇昼食 : １１時３０分頃～ 〇午後のおやつ : １５時頃～ 〇延長保育のおやつ : １８時頃～ 

    ・献立は，毎月お知らせします。 

    ・食物アレルギー等は，生活管理表に基づき可能な限りの対応をします。 

  ⑹ 送迎 

     希望者には，園バスによる送迎を実施します。※２号認定児は，朝のみ利用可能です。 

     通園バスをご利用の場合は，往復 2，0００円，片道１, ０００円の別途料金(月額)が必要です。

往復利用する兄弟姉妹園児の長子については、往復１，０００円です。 

     運行に当たっては園児の幼稚園生活の始まりを考慮して，園児の乗車に要する朝の時間短縮に

協力をお願いします。 

     なお、スクールバスで帰宅した際、保護者が予定の時間・場所に不在の場合，園児の安全確保

のため，幼稚園に連れ帰ることがあります。この場合，一時預かりの料金 300 円が発生します。 

  ⑺ 「お迎え」と「一時預かり」について 

     教育時間終了後のお迎えは，14 時 15分までにお願いします。遅れる場合は、ご一報をお願い

します。なお、１４時１５分を過ぎて「お迎え」に来られない場合，「一時預かり」の園児と共に

保育を行います。この場合，一時預かりの料金 300 円が発生します。 
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  ⑻ 午前保育について 

     １号認定児は入園式や卒園式，始業式，終業式，年度当初の面談，家族参観日，盆踊り，祖父母

参観日，新入園児面接日は午前保育となり１１時３０分降園です。降園時刻以後の１号認定児の

扱いは次のとおりで，２号認定児は通常扱いとなります。 

     ※１号認定児は，「一時預かり」のため給食が希望により利用できます。  

１１時３０分以降の１号認定児の利用料金は次のとおりです。 

     〇 １１時～１１時４５分 :  お迎え時間 … 無料 

                   11時４５分になると料金が発生します。 

     〇 １２時 ～ １３時  : 給食指導 … 給食代２００円 

     〇 １１時４５分～１６時 : 預かり保育 … ３００円 

     〇 １6時 ～ １７時  : 預かり保育 … １５０円 

     〇 １７時 ～ １８時  : 預かり保育 … ２００円 

     〇 １８時 ～ １９時  : 延長保育 … ３０分毎に１５０円 

  ⑼ 主な年間行事予定 

月 行  事 月 行  事 

４ 灌仏会，入園式，個人面談，一日遠足 10 大運動会，みかん狩り 

５ 交通安全教室，宗祖降誕会，内科検診 11 芋ほり，秋遊び 

６ 歯科検診，家族参観日，プール遊び，個人面談 12 なかよし発表会，報恩講，個人面談 

７ 盆踊り，夏遊びの日 １ お店屋さんごっこ 

８  ２ 一日入園，縄跳び大会，個人面談 

９ 祖父母参観日，十五夜の集い ３ お別れ遠足，卒園式，修了式 

      保護者会総会(４月，３月)  誕生会(関係月)  保育自由参観(５月，１０月，１月) 

     ※保護者の方全員に出席を案内する行事があります。(特に下線付きの行事) 

 

 9 利用料等 

  ⑴ 入園時の経費 

    ア 入園手数料 ２，０００円   イ 保育用品代（個人用） 6，０００円程度 

    ウ 制服・制帽・カバン代ほか  ２５，０００円程度（面接時に注文） 

 ⑵ 特定教育・保育に係る利用者負担 

保育料 種   別 金   額 

３歳から 

５歳児 

１号・新２号認定児 保育料無償，給食費３,７００円（副食費免除の 500 円） 

２号認定児（短時間・標準） 保育料無償，給食費５,１００円（副食費免除 ６00 円） 

満３歳児 
１号認定児 保育料無償，給食費３,７００円 

２号認定児 保育料有償，（給食費を含む保育料は市が決定） 

２歳児 体験児 保育料 月２２,０００円，給食費３,７００円 

     【口座引き落としによる支払い】 

     毎月の支払いについて，「ＪＡ鹿児島みらい農協」または、「郵便局」の口座引き落とし(月１回，

１５日)に行うこととします。(その日が休日の場合は、翌日となります。)詳細は別途お知らせし

ます。なお，都合で引き落としができなかった場合は徴収袋にて納金をお願いします。 

  ⑶ 一時預かり保育料 

    【１号・新２号認定児，２歳体験児】 

    ア 平日 

７時～8 時 １４時～16時 １6 時～１7時 17 時～18 時 １８時分１９時 

１００円 ３００円 １５０円 ２００円 30 分毎１５０円 
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 イ 土曜・長期休業日等 ※土曜日は，１８時～１９時の延長はありません。 

７時～8 時 ８時～１３時 １３時～１７時 １７時～１８時 １８時～１９時 

１００円 ２５０円 ２５０円 ２００円 30 分毎１５０円 

     ※ 給食希望は、別途 200円(予約制) 

          ※ 新２号認定児は、預かり代が無償となりますが、上限があります。 

【２号認定児】※土曜日は，１８時～１９時の延長はありません。 

保育短時間 (９時～１７時) の認定児 早 朝 ( ７時～ ８時) : １００円 

延長① (１７時～１８時) : ２００円 

延長② (１８時～１９時) : 30 分毎１５０円 

保育標準時間 (７時～１８時) の認定児 延 長 (１８時～１９時) : 30 分毎１５０円 

  ⑷ 保育料等の減免 

     鹿児島市が保育料・副食費の減免を行っています。詳細は鹿児島市保育幼稚園課へお尋ねくだ

さい。(本園担当 :  伊敷福祉課 電話２２９－２１１３) ※日置市の方は内容が違います。 

 

10 利用契約の開始及び終了に関する事項 

   本園を利用開始するに当たっては，居住市町村へ支給認定申請書（新２号認定及び２号認定は，利用

申込書も必要）を，本園に入園申込書の提出をしていただきます。 

  １号認定児の選考方法については、次の通りとなります。 

⑴ きょうだいの同時在園は、希望があれば優先する。 

⑵ その他の方は、受付開始時に受付の先着順に選考する。 

 

  利用者が以下の場合には園児教育・保育の提供を終了いたします。 

⑴ 園児が小学校に就学したとき。 

   ⑵ 子ども子育て支援法第２４条第１項第２号または第 3号の規定により支給認定が取り消された

とき。 

⑶  その他，利用の継続について重大な支障または困難が生じたとき。 

 

転園・途中退園などの場合は，関係書類による市役所への手続きを行いますので，退園届など報告等

に漏れがないようご協力をお願いします。 

 

11 嘱託医等 

  本園は，以下の医療機関等と委託契約を結んでいます。 

 ⑴ 学校医（内科） 

医療機関の名称 新山消化器科内科 

医 院 長 名 新 山 徹 美 

所 在 地 鹿児島市小山田町６７２０－１ 

電 話 番 号 ０９９－２３８－２３５１ 

 

 ⑵ 学校歯科医 

医療機関の名称 まきもと歯科 

医 院 長 名 牧元 勇 

所 在 地 鹿児島市郡山町７３３－２ 

電 話 番 号 ０９９－２９８－４３２１ 
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⑶ 学校薬剤師 

医療機関の名称 郡山中央薬局 

薬 剤 師 名 川畑 敏之 

所 在 地 鹿児島市郡山町６４７８番地１ 

電 話 番 号 ０９９－２４５－６３６０ 

  

12 緊急連絡 

  本園では，保護者の利便性に資するため，全員，らくらく園児管理システムのアプリをご利用いただ

いております。緊急時はらくらくアプリから情報発信を行います。なお，アプリが未確認の場合は，緊

急を要する件に関しては，個別に電話にて連絡を行います。 

  緊急時の連絡については，次の通りです。 

 ⑴ 保育中に発熱，体調不良等の症状が見られたとき 

   ⇒ 緊急連絡先に記載している連絡先にお電話し，お迎えに来ていただきます。なお，緊急を要す

る場合に連絡が取れない場合は，本園の判断で速やかに医療機関を受診することもあります。 

 ⑵ 台風や雪等の対応で，保護者全員に周知すべき事項が発生したとき 

   ⇒ 事前に紙面による連絡や，らくらくアプリにて，一斉連絡します。 

 ⑶ 火災・地震が発生したとき 

   ⇒ 状況に応じてお迎えをお願いする場合があります。らくらくアプリにて、一斉連絡します。 

 ⑷ インフルエンザなど感染症の流行が懸念されるとき 

   ⇒ ２名以上の感染症が発生した時は，らくらくアプリ、または紙面で一斉連絡します。 

    ※コロナウイルス感染症の場合は、感染状況をらくらくアプリにてお知らせします。 

 

13 与薬 

  本園では，基本的に与薬は行わないこととしています。ただし，保護者から本園の定める様式により，

依頼を受けた場合のみ，医師の指示による投薬を保護者の代わりに行うことがあります。その際は、当

日分のみ園児に持たせてください。 

 

14 苦情等に関する相談窓口《ご利用相談窓口》 

  苦情等については，利用者からのご相談・苦情に対応する体制を作って適切に対応します。また，問

題が解決しないときは，市の苦情相談窓口及び鹿児島県社会福祉サービス運営適正化委員会を紹介する

ものとします。なお、本園における苦情等に係る窓口は以下のとおりです。 

  ⑴ ご利用時間  ９:００～１7:００ 

  ⑵ 責 任 者  園長 鶴重 裕子（つるしげ ひろこ） 

    ⑶ 窓口担当者  主幹 西原 美緒（にしはら みお） 

  ⑷ 電 話 番 号  幼稚園電話 099－238-3410  FAX 番号 099－238-3415 

           幼稚園携帯 090-6944－1903 

  ⑸ 第三者委員  西本願寺鹿児島別院小山田出張所所長 檀特 彰 電話２３８－４８３３ 
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15 非常災害時の対策 

  本園においては，園児の安全の確保を図るため，条例第２１条及び学校保健安全法（昭和３３年法律

第５６号）第２７条の規定により学校安全計画等を策定し実施するとともに，同法第２９条第１項の規

定により危険等発生時対処要領を作成し訓練等を実施します。 

  ⑴ 非常時の対応 … 別途に定める防火防災計画により対応します。 

  ⑵ 防災設備 … 火災報知器 3・ガス漏れ検知器 1・誘導灯 3・非常警報設備 1 

           消火器 5・防火カーテン設置・その他 

  ⑶ 避難・消火訓練 … 避難及び消火訓練は、毎月実施します。 

  ⑷ 管轄する消防署・警察署 … 鹿児島西消防署・警察署（郡山交番 ℡２９８－３５５０） 

 

16 利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額 

  ⑴ 保健の種類 … 独立行政法人日本スポーツ振興センター保険 

  ⑵ 保険事故 … 負傷・疾病・障害・死亡への対応 

  ⑶ 保険金額 … 一人当たり年２９５円 

            ２７０円災害給付に係る共済掛金，25円免責特約に給付に係る共済掛金 

            ２００円保護者負担・９５円学園負担 

  ⑷ 災害共済給付金 … (死亡見舞金)3,000 万円 (医療費)50万円 

 

17 守秘義務及び個人情報の取扱いに関する事項 

  ⑴ 守秘義務及び個人情報の取り扱いについては，本学園の運営規定（勤務心得）並びに個人情報取

扱規定に基づいて慎重に対応し，鹿児島市が示した共通の同意書により承諾を得ます。 

  ⑵ 鹿児島市が認定した保育料・副食費にかかる金額の情報は，給付事務に必要な範囲に限って利用

します。 

  ⑶ 本園は，園の法令に従い「要録」を小学校へ送付するとともに，一人一人の子どもの健やかな育

ちのため，必要に応じて他の特定教育・保育施設等，地域子ども子育て支援事業を行う者，その他

の機関に対して，子どもに関する情報を提供する場合があります。 

    例 : 「要録」とは園児が卒園して小学校へ就学するとき送付するもの。要録には，子どもの氏

名，住所などの基本情報と「保育に関する育ち」を記録しています。 

    例 : 幼稚園在園と同時に療育施設に通所している場合の情報交換。 

⑷ 本園は，ホームページ上に公開する写真等について，園児の個人情報の保護に努め，入園式に配

布する同意書を得て，慎重に取り扱いいたします。 

 

18 虐待の防止のための措置に関する事項 

  ○ 職員研修 … 年に１回実施 

  ○ 通告義務 … 虐待を受けていると思われる子どもに気付いた場合には，関係機関に連絡する。 

                                     (児童福祉法第２５条) 

19 利用にあたってのその他の留意事項 

  ⑴ 本園は浄土真宗のみ教えに基づく園行事や保育活動を行っています。定期的に仏参を行い、手を

あわせて拝む機会を設けています。 

  ⑵ 土曜日等の一時預かりの給食費について 

    申し込み後、前日・当日のキャンセルは、キャンセル料２００円をいただきます。 

 

20 保護者会との連携 

  本園は充実した教育・保育の推進を図るため，保護者会と連携した園行事に努めます。 


